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県内７社目！ 

技術サービス業で県内初！ 

プラチナくるみん認定企業として 

（株）日吉 を認定！！ 

 
 

～３月 24日（月）に滋賀労働局にて認定通知書交付式を行います ～ 

 

 

滋賀労働局（局長 多和田 治彦）は、次世代育成支援対策推進法に基づくプラチナくるみ

ん認定を行いました。（認定企業の取組内容は別添１参照）                             

 プラチナくるみん認定は県内７社目となり、技術サービス業では県内初となります。（県

内の認定状況については別添２、認定制度は裏面及び別添３参照） 

 つきましては、滋賀労働局において、下記のとおり認定通知書交付式を行います。 

 

                                                 

下記の日程により、認定通知書交付式を行います。 

日 時：令和７年３月２４日（月）１３：３０～(３０分程度) 

場 所：滋賀労働局 局長室 

（大津市打出浜１４番１５号 滋賀労働総合庁舎４階） 

是非、当日の取材をお願いいたします。 
 

担 
 

当 

滋賀労働局 雇用環境・均等室 

雇用環境改善・均等推進監理官 

         水出 美加子 

室 長 補 佐   谷澤 健太 

T E L：０７７－５２３－１１９０ 

資 料 提 供  

滋 賀 労 働 局 発 表  

令和７年３月 14日 



 

 

◆次世代育成支援対策推進法に基づく認定とは… 

次世代育成支援対策推進法に基づき、労働者の仕事と子育てに関する一般事業主行動計画を策定し、そ

の旨を届け出た事業主のうち、両立支援に関する取組の実施状況が優良な事業主が、申請により厚生労働

大臣の認定が受けられる制度です。基準に応じて、トライくるみん、くるみん、プラチナくるみんがあり

ます。 

特例認定制度（プラチナくるみん）は、くるみん認定又はトライくるみん認定企業のうち、より高い水

準の取組を行った企業が、一定の要件を満たした場合に、優良な「子育てサポート」企業として認定を受

けられる制度です（別添３参照）。 

（株）日吉は、平成 25 年（2013 年）にくるみん認定を受け、その後より高い水準の取組を行い、一定

の要件を満たしたことから、今般プラチナくるみんの認定を受けられました。 

 

 

 

 

 

           

           

 

 

認定を受けた企業は、認定マーク（愛称：くるみんプラス・プラチナくるみんプラス・トライくるみん

プラス）を商品、広告、求人広告などに付け、子育てサポート企業であることをＰＲでき、その結果、学

生や社会一般へのイメージアップや優秀な従業員の採用・定着などにつながります。また、公共調達にお

いて加点評価される場合があります。 

 

 

 

 令和７年４月１日より、次世代育成支援対策推進法の改正に伴い、くるみん認定、プラチナくるみん認

定基準が改正されます。https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001347349.pdf 

 

 

【次世代育成支援対策推進法について】 （厚生労働省ＨＰ） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11367.html 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

【添付資料】 

  別添１ 株式会社日吉の取組概要 

  別添２ 滋賀県内におけるプラチナくるみん認定の状況等 

  別添３ 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定とプラチナくるみん認定 

について 

STEP UP ! 

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001347349.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11367.html
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株式会社日吉 

所 在 地 ： 近江八幡市             

事業内容： 環境サービス事業          

労働者数： 384人 

 

 

  

●行動計画 

１ 計画期間 令和４(2022)年４月１日 ～ 令和６(2024)年３月 31日 

２ 目  標 年次有給休暇取得率を 60％以上にする 

 

 

 

●目標達成のための取組の実績 

★年次有給休暇取得状況をイントラネットのトップページに表示することにより、

年次有給休暇取得を促す。 

 

●取組の成果 

★2022年度取得率：（正社員）64.9% （非正社員）79.2% 

★2023年度取得率：（正社員）65.7% （非正社員）89.3% 

 

 ●計画期間内の育児休業取得率※ 男性：52％、女性：83％ 

※計画期間中に配偶者又は本人が出産した者のうち、計画期間中に育児休業を取得した者の割合 

 ＜子育て中の従業員を対象にした取組＞ 

  ★社内イベントの開催 

   年に 1度、社内イベントである「ひよコミ」を全社員を対象に開催。 

   産休、育休中の社員や、社員の子どもも参加可能とし、 

食事会やボーリング大会などを行っている。 

  ★セミナーの実施  

   2024年度に、産婦人科医の先生を講師としてセミナーを開催。 

   配偶者や子どもと一緒に参加ができ、妊婦体験や育児の練習、 

また女性従業員の健康について知識を深めた。 

    

 

    

 



 

 

【プラチナくるみん独自基準】(一部抜粋) 

●計画開始日から計画終了日の１年前までの間に子を出産した女性労働者のうち、 

子の１歳誕生日まで継続して在職※している者の割合が 90%以上であること 

（特例認定基準 10） ※育児休業等を利用している者を含む 

 ★令和４年４月１日～令和５年３月 31日までの間に出産した女性労働者数＝３名 

  うち、出産後１年以上継続して在職している女性労働者数＝３名 

   ⇒ 在職している者の割合＝３/３×100＝100% 

 

●育児休業をし、又は育児を行う女性労働者が就業を継続し、活躍できるような能力 

の向上又はキャリア形成の支援のための取組に係る計画を策定し、実施している 

こと（特例認定基準 11） 

★社内研修の一環として、女性活躍に関してのメリットや、 

当事者の経験について知ることができる社内セミナーを毎年実施し、 

社内周知や意識付けに努める。 



別添２ 

   

滋賀県内におけるプラチナくるみん認定の状況等 

   

                                        R7.2.28現在 

認定年 企業名 所在地 業種 従業員数 認定日 

平成 28 年 株式会社 滋賀銀行 大津市 金融業 ３，２４４人 H28.4.20 

〃 古河 AS 株式会社 犬上郡甲良町 製造業 １，４８０人 H28.5.6 

平成 31 年 日本電気硝子 株式会社 大津市 製造業 ２，１１１人 H31.2.26 

令和３年 サンメディカル株式会社 守山市 製造業 １２５人 R3.6.7 

〃 甲賀高分子株式会社 湖南市 製造業 ９２人 R3.10.13 

令和４年 株式会社 山久 長浜市 卸売業 ６８人 R4.3.28 

令和７年 株式会社 日吉（NEW） 近江八幡市 技術サービス業 ３８４人 R7.2.14 

 



「次世代育成支援対策推進法」は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環
境を整備するために、国、地方公共団体、企業、国民が担う責務を明らかにし、平成１７年４
月１日から施行されています。この法律は平成２６年度末までの時限立法でしたが、法改正に
より法律の有効期限が令和７年３月３１日まで１０年間延長されました。（平成２７年４月１
日施行）

企業が取り組むこと
○この法律において、企業は、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」（下記参
照）を策定することとなっており、常時雇用する労働者が１０１人以上の企業は、この行動計
画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ることが義務とされています。（１００人以下
の企業は努力義務）

認定・特例認定を申請できます
○企業の自発的な次世代育成支援に関する取組を促すため、行動計画に定めた目標を達成したな
ど一定の基準を満たした企業は、申請することにより、厚生労働大臣の認定（くるみん認定・
トライくるみん認定）を受けることができます。さらに、認定を受けた企業が、より高い水準
の取組を行い一定の基準を満たすと、特例認定（プラチナくるみん認定）を受けることができ
ます。※不妊治療と仕事との両立に係る認定（「プラス認定」）については２５～２８ページ
をご覧ください。

認定・特例認定を受けると
○認定、特例認定を受けた企業は、子育てサポート企業としてそれぞれ「認定マーク（愛称：く
るみん、トライくるみん）」 、「特例認定マーク（愛称：プラチナくるみん）」を商品、広
告、求人広告などに付け、子育てサポート企業であることをＰＲすることができます。
「プラス」認定によって、不妊治療と仕事との両立サポート企業であることのPRもできます。

○認定・特例認定を受けた企業には、公共調達における加点評価等があります。（３９、４０ペー
ジ参照）

■一般事業主行動計画

企業が次世代法に基づき、労働者の仕事と子育ての両立を図るために策定する計画のことです。

行動計画に書くべきこと
○企業は、労働者の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない労
働者も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むにあたって、行動計画に以下の内容を定め
ます。

■次世代育成支援対策推進法

１

①計画期間 ②目標 ③目標を達成するための対策の内容と実施時期

行動計画を策定したら
○常時雇用する労働者が101人以上の企業には、行動計画を策定・届出とともに、一般への公表、
労働者への周知が義務付けられています。（１００人以下の企業は努力義務）

常時雇用する労働者とは

正社員、パート、アルバイトなどの名称にかかわらず、以下の①または②のいずれかに該当す

る労働者を指します。

①期間の定めなく雇用されている者

②過去１年以上の期間について引き続き雇用されている者または雇入れの時から１年以上引き
続き雇用されると見込まれる者（一定の期間を定めて雇用されている者または日々雇用され
る者であってその雇用期間が反復更新されて、事実上①と同等と認められる者）

別添３



■行動計画策定→実施→くるみん認定・トライくるみん認定
→プラチナくるみん認定の流れ

○行動計画の策定から実施、くるみん認定・トライくるみん認定、プラチナくるみん
認定の流れは、以下の①～⑩のとおりです。

⑧ くるみん認定・トライくるみん認定後の行動計画の期間終了後、都
道府県労働局雇用環境・均等部（室）へ認定申請
※１７～２２ページ参照

① 自社の現状や労働者のニーズの把握

② ①を踏まえて行動計画を策定

③ 行動計画を公表し、労働者に周知（②からおおむね３か月以内）

④ 行動計画を策定した旨を都道府県労働局雇用環境・均等部（室）へ
届出（②からおおむね３か月以内）

⑤ 行動計画の実施

⑥ 「計画期間終了後、都道府県労働局雇用環境・均等部（室）へ認定申請」

・くるみん認定申請 ※９～１６ページ参照
・トライくるみん認定申請 ※２３～２４ページ参照

（「子育てサポート企業」として認定を申請する場合）

⑦ 「子育てサポート企業」
として認定、マークの付与

くるみん認定！

⑨ 優良な「子育てサポート企業」として認定
プラチナくるみんマークの付与 プラチナ

くるみん
認定！

⑩ プラチナくるみん認定企業は、毎年少なくとも１回、次世代育成支
援対策の実施状況を公表 ※２９～３２ページ参照

２

（さらに高い水準の取組を行い、プラチナくるみん認定を申請する
場合）
※プラチナくるみん認定を受けるためには、事前にくるみん認定
又はトライくるみん認定を受けている必要があります。

トライ
くるみん認定！

２回目以降
も同様に①
～⑤を実施

プラス認定または特例プラス認定の基準を満たしたら、「プラス」認定の申請をしましょう！



■プラチナくるみん認定とは

○くるみん認定又はトライくるみん認定企業のうち、より高い水準の取組を
行った企業が、一定の要件を満たした場合、必要書類を添えて申請を行う
ことにより、優良な「子育てサポート」企業として厚生労働大臣（都道府
県労働局長へ委任）の特例認定（プラチナくるみん認定）を受けることが
できます。

○特例認定を受けると、くるみん認定、トライくるみん認定と同じように、
プラチナくるみんマークを商品、広告、求人広告などに付けることができ、
子育てサポート企業であることのＰＲ効果がさらに高まります。
さらに、公共調達の加点評価等を受けることができます。（３９、４０ページ参照）

※プラチナくるみん認定を受けるためには、事前にくるみん認定又はトライくるみん認
定を受けている必要があります。（プラチナくるみん認定の申請の対象となる行動計
画よりも前の行動計画について、くるみん認定又はトライくるみん認定を受けている
必要があります。）
また、プラチナくるみん認定の申請ができる行動計画は、直近の行動計画に限ります。

○プラチナくるみんマークは、以下の１２色のいずれも使用できます。

○特例認定企業は、行動計画の策定・届出の代わりに「次世代育成支援対策の実施状況」
について、毎年少なくとも１回、公表日の前事業年度における実施状況の公表を行う必
要があります。○特例認定を受けるためには、１２項目の特例認定基準を全て満たす必
要があります。

○特例認定を希望される場合、行動計画の内容が認定基準に合致するかどうか等ご不明な
点があれば行動計画の策定時に都道府県労働局雇用環境・均等部(室)にご相談ください。

３

特例認定マーク
「プラチナくるみん」

ピンク色 だいだい色 黄色 緑色 青色 紫色

ピンク色（淡） だいだい色（淡） 黄色（淡） 緑色（淡） 青色（淡） 紫色（淡）

■プラチナくるみん認定基準（全12基準）

１．雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な行動計画を策定したこと。

２．行動計画の計画期間が、２年以上５年以下であること。

３．策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと。

４．策定・変更した行動計画について、公表および労働者への周知を適切に行っていること。



５. 次の（１）または（２）のいずれかを満たしていること。
（１）計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率が３０％以上である
こと。
（２）計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率および企業独自の育
児を目的とした休暇制度利用率が、合わせて５０％以上であり、かつ、育
児休業等を取得した者が１人以上いること。
＜労働者数が３００人以下の一般事業主の特例＞
計画期間内に男性の育児休業等取得者または企業独自の育児を目的とし
た休暇制度を利用した者がいない場合でも、①～④のいずれかに該当すれ
ば基準を満たす。
① 計画期間内に、子の看護休暇を取得した男性労働者がいること。
（１歳に満たない子のために利用した場合を除く）
② 計画期間内に、中学校卒業前（１５歳に達した後の最初の３月３１日
まで）の子を育てる労働者に対する所定労働時間の短縮措置を利用した男
性労働者がいること。
③ 計画期間とその開始前の一定期間（最長３年間）を合わせて計算した
ときに、男性の育児休業等取得率が３０％以上であること。

６．計画期間における、女性労働者の育児休業等取得率が、７５％以上であ
り、当該割合を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表して
いること。
＜労働者数が３００人以下の一般事業主の特例＞
計画期間内の女性の育児休業等取得率が７５％未満だった場合でも、計画
期間とその開始前の一定期間（最長３年間）を合わせて計算したときに、女
性の育児休業等取得率が７５％以上であり、当該割合を厚生労働省のウェブ
サイト「両立支援のひろば」で公表していれば基準を満たす。

７．３歳から小学校就学前の子どもを育てる労働者について、「育児休業に
関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置また
は始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じていること。

８．計画期間の終了日の属する事業年度において次の（１）と（２）のいず
れも満たしていること。
（１）フルタイムの労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月
４５時間未満であること。
（２）月平均の法定時間外労働６０時間以上の労働者がいないこと。

４



９．次の①～③のすべての措置を実施しており、かつ、①または②のうち、少
なくともいずれか一方について、定量的な目標を定めて実施し、その目標を
達成したこと。
① 所定外労働の削減のための措置
② 年次有給休暇の取得の促進のための措置

１０．次の（１）または（２）のいずれかを満たしていること。
（１）子を出産した女性労働者のうち、子の１歳誕生日まで継続して在職（育
児休業等を利用している者を含む）している者の割合が９０％以上であるこ
と。
（２）子を出産した女性労働者および子を出産する予定であったが退職した女
性労働者の合計数のうち、子の１歳誕生日まで継続して在職している者（子
の１歳誕生日に育児休業等を利用している者を含む）の割合が７０％以上で
あること。
＜労働者数が３００人以下の一般事業主の特例＞
計画期間中に（１）が９０％未満でかつ（２）が７０％未満だった場合でも、
計画期間とその開始前の一定期間（最長３年間）を合わせて計算したときに、
上記の（１）が９０％以上または（２）が７０％以上であれば、基準を満た
す。

１１．育児休業等をし、または育児を行う女性労働者が就業を継続し、活躍で
きるような能力の向上またはキャリア形成の支援のための取組にかかる計画
を策定し、実施していること。

１２．法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこ
と。

「両立支援のひろば」https://ryouritsu.mhlw.go.jp/
は、厚生労働省が運営するウェブサイトです。
・一般事業主行動計画を公表する「一般事業主行動計画公表サイト」
・自社の両立支援の取組状況をチェックし、その結果を踏まえ一般事業主行動計画を作成で
きる「両立診断サイト」

・企業や労働者向けのお役立ち情報 など、
職場で両立支援を進めるための各種情報を検索・閲覧できます。ぜひご活用ください。

５

○プラチナくるみんを取得した企業は、その後の行動計画策定・届出の代わりに「次世代育成支援対策の実施状況」について毎年少なく

とも１回、公表日の前事業年度（事業年度＝各企業における会計年度）の状況を「両立支援のひろば」で公表する必要があります。

・１回目の公表は、プラチナくるみん取得後おおむね３ヶ月以内

・２回目の公表は、公表事業年度終了後おおむね３ヶ月以内 に行ってください。


